
第４期子ども未来づくり計画策定に向けた部会の設置について

【第３期計画】
※ 子ども・子育て支援事業計画の策定に当たり、子ども・子育て支援法に基づく「子ども・子育て

会議」として部会を設置

○少子化対策の推進に関する重要事項を審議

○子ども未来づくり計画（条例に基づく実施計画）の総論を審議

子ども未来づくり審議会 ［本計画に盛り込まれている関連計画］

（15名以内） 次世代法に基づく都道府県行動計画（母子保健計画を含む）、子ども・子育

て支援事業支援計画、母子家庭等自立促進計画、児童養護施設等の小規模及び

家庭的養護の推進に関する都道府県推進計画

※部会で審議しない事項は総論を審議する中で検討。

子ども・子育て支援部会 ○子ども・子育て支援事業支援計画（区域設定、教育・保育の量の見込み、確

（17名以内） 保方策に関する事項）を審議

【第４期計画】
※ 社会的養育推進計画の策定に当たり、関係者の意見を反映させるため、新たに部会を設置

○少子化対策の推進に関する重要事項を審議

○子ども未来づくり計画（条例に基づく実施計画）の総論を審議

子ども未来づくり審議会 ［本計画に盛り込む予定の関連計画］

（15名以内） 次世代法に基づく都道府県行動計画（母子保健計画を含む）、子ども・子育

て支援事業支援計画、ひとり親家庭等自立促進計画、社会的養育推進計画

※部会で審議しない事項（結婚、妊娠・出産、ひとり親家庭等の自立促進、職

業生活と家庭生活の両立、生活環境、安全確保等）は総論を審議する中で検討。

（仮称）

子ども・子育て支援部会 社会的養育推進計画検討部会

（17名以内） （10名以内）

○子ども・子育て支援事業支援計画（区域設定、教育 ○社会的養育推進計画、子ども・子育て支援事業支援

・保育の量の見込み、確保方策に関する事項）を審議 計画（児童虐待防止対策、社会的養護体制に関する事

項）を審議
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